
申請書類の簡素化

発電にかかる水利使用許可申請については、許可申請書時の添付図書の一部を省略するこ
とにより、手続きの簡素化を図っています。

◆従属発電を行う場合の水利使用の許可申請書への添付図書の一部を省略（平成17年3月）

省略することができる添付図書

添付図書
通常の発電の水利使用許可
の申請に必要な主な図書

従 属 発 電の水利使用許可
の申請に必要な主な図書

省略することができる添付図書

水力発電計画の概要 必　要 必　要

発電に使用する水量の根拠 必　要 必　要

河川流量の確認資料 必　要 省　略

発電のための取水が可能かどうかの計算書 必　要 省　略

治水 利水 環境 対策 必 要 省 略治水・利水・環境への対策 必　要 省 略

工作物の構造計算書、設計図 必　要 省　略

関係河川使用者の同意書 必 要 省 略関係河川使用者の同意書 必　要 省 略



申請書類の簡素化

◆減水区間が生じない水力発電等のための水利使用について許可申請書への添付図書の◆減水区間が生じない水力発電等のための水利使用について許可申請書への添付図書の
一部を省略(平成24年3月）

添付図書の一部を省略することができる減水区間が生じない水力発電等のための水利使用
① 既設のダム 堰等の落差を利用して 当該ダム 堰等で放流する河川維持流量等の流水を発電① 既設のダム、堰等の落差を利用して、当該ダム、堰等で放流する河川維持流量等の流水を発電

する水利使用で、減水区間が生じないもの
② 連続して設置される既設の砂防えん堤等の落差を利用して、河川の流水を発電する水利使用で、

減水区間において、魚類等の遡上等が想定されないもの
※① ②に該当しないものであっても 河川環境に与える影響が極めて軽微であると想定される場合は 要調整

減水区間が生じない水力発電等の水
利使用許可の申請に必要な主な図書

通常の発電の水利

※①、②に該当しないものであっても、河川環境に与える影響が極めて軽微であると想定される場合は、要調整

省略することができる添付図書

① ②

必　要

必 要

添付図書

水力発電計画の概要

発電に使用する水量の根拠

利使用許可の申請に必要な主な図書使用許可の申請に
必要な主な図書

必　要

必 要必 要

必　要

河川維持流量の検討 省　略 省　略

関係河川使用者の取水量 省 略 省 略（※）
発電のための取
水 が 可 能 か ど 必 要

発電に使用する水量の根拠

河川流量の確認資料

必 要

必　要

関係河川使用者の取水量 省 略 省 略（※）

新規取水可能量と申請
に係る取水量との関係

必　要

水 が 可 能 か ど
う か の 計 算 書

治水・利水・環境への対策 必　要

必 要

必　要

必　要

必　要

※減水区間内で取水が行われている場合は必要

工作物の構造計算書、設計図

関係河川使用者の同意書

必　要

必　要


